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設計金額が 1,000 万円未満の業務委託（総合評価方式で発注するものを 

除く。）における最低制限価格を設定した入札の実施について（通知） 

 

 

このことについては平成３０年２月１４日付け土総第７８４号で通知したところ

ですが、下記のとおり改定するので、適切な対応をお願いします。 

 

 

記 

 

１．改定内容（最低制限価格の算定方法） 

  別途通知した「島根県建設工事関連業務委託低入札対策実施要領」第４条で 

定める調査基準価格算定基準（別表１）を用いることとする。 

 

２．適用日 

  令和７年１月１日以降に入札公告、指名通知を行う業務委託から適用する。 


